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かかりつけ医機能報告の流れ

日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

１号
機能

あり

２号機能の報告は不要なし

２号
機能

(イ)通常の診療時間外の診療

(ロ)入退院時の支援

(ハ)在宅医療の提供

(ニ)介護サービス等と連携した医療提供

その他

かかりつけ医機能が「有り」となる要件
＜１号機能＞
○ 以下の報告事項のうち、（★）を付記している報告事項について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが１号機能を有することの要件

となります。
 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること（★）
 かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無
 17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること（★）
 一次診療を行うことができる疾患
 医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む) （★）

＜２号機能＞
○ 各報告事項のうち、いずれかについて「実施している」あるいは「実績がある」ことが、各２号機能を有することの要件となります。

• かかりつけ医機能報告は、大きく、下記の１号機能と２号機能に分けられます。
• １号機能を有する医療機関においては、２号機能に係る報告事項についての報告を行うこととなります。

1．かかりつけ医機能報告制度について

報告事項の中での「研修」の位置づけ

かかりつけ医機能報告
（1号機能）の報告事項
の一つに、「かかりつ
け医機能に関する研修
の修了者の有無、総合
診療専門医の有無」が

含まれている。

厚生労働省「かかりつけ医機能報告
マニュアル」より抜粋
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G-MISの報告では・・・

かかりつけ医機能に
関する研修の修了者

の有無

有り

修了者数（常勤換算）

修了した研修を選択

無し １：日本医師会生涯教育制度
２：日医かかりつけ医機能研修
３：日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修
４：全日本病院協会総合医育成プログラム
５：日本病院会病院総合医育成プログラム
６：その他研修

NEW
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・報告対象となる全ての医療機関が本制度の研修修了を適切に報告できるようにするため、
日本医師会が「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」を創設。

・研修修了者に対する修了証の発行等、報告にあたって必要な環境を整備（MAMIS）。
・地域に根差して活動されている医師の実績を十分考慮し、研修修了者に対して修了証を発行。
・本研修は、報告制度の対象となる研修として、日本医師会から厚生労働省に申出を行う。

項目 概要

対象者
原則、地域に根差して活動し、臨床に従事する医師。
医師会員を対象とするが、非会員も排除しない。

研修内容
①座学研修（知識）：日医生涯教育制度における単位
②実地研修（経験）：地域に根差した医師の活動

修了証
座学研修（知識）および実施研修（経験）それぞれ（必須）受講し、合計10単
位以上の取得により、日本医師会長名の「かかりつけ医機能報告制度にか
かる研修修了証」が発行。

日本医師会による「研修」の概要
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研修の修了要件と修了証の発行

座学＋実地のそれぞれで合計10単位以上
の取得で修了証が日医から発行

①座学研修（知識）

• 日本医師会生涯教育制度

• 1時間＝1単位。最小は30分＝
0.5単位。

②実地研修（経験）

• 現に携わっている、またはこれま
でに携わった地域に根差した活
動等（1研修あたり5単位）

医師会会員情報システム（MAMIS）
のマイページにて確認・ダウンロード
が可能

多くの医師が
日々参加され
る学術講演会
で取得可能

開業医のみな
らず、勤務医も
日常的に実施
している活動
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1. 申請

（医師）

①MAMISマイページから「研修管理」→「認定（修了）申請」を選択

②単位の確認・入力

座学研修：日本医師会生涯教育制度で取得した単位を検索・確認。

実地研修：地域に根差した活動を自己申告により選択・入力

③単位充足を確認し、「申請する」をクリック

2. 承認

（医師会）

申請された「実地研修」の内容を確認し、「承認」をクリック

※詳細はMAMIS研修管理機能操作マニュアルを参照

＜医師会事務局向け かかりつけ医機能報告制度にかかる研修の修了申請承認作業編＞

3. 修了証発行

（医師）

申請者はMAMISから修了証をダウンロード可能

申請・承認の流れ（MAMISの活用）

通知機能はないため、定期的に申請状況をご確認ください
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まずはMAMISにアクセスして修了申請を行ってみましょう！

※注意！

会員の先生は、画面下部の「利用者登録」には
入らず、上記の通りログイン、パスワードを入力し
てください。

会員の先生が、利用者登録に入って入力して
いくと、最後に“すでに登録があります”とエラー
がでてしまいます。

☆初めてログインする場合

初回ログインID・パスワードは日医から送付
している通知はがきをご確認ください。

ログインID・パスワードがご不明の場合は、
以下の運営事務局へお問い合わせください。
【MAMISの手続きに関するお問い合わせ】
日本医師会 会員情報システム運営事務局
https://mamis.med.or.jp/contact/
コールセンター：0120-110-030

（平日 10:00～18:00）
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①

②

③

マイページから研修管理を選択

画面左側より認定（修了）申請を選択

制度種別で「かかりつけ医機能報告制度
にかかる研修」を選択

④申請画面が展開
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スマホの場合

①

マイページから研修管理を選択

画面右上の MENU をクリック
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⑥

座学研修単位を検索
（検索期間の始期は2016年
のままでOK

⑦

実地研修実績入力をクリックすると
申請画面が展開

⑧現在行っている、または、これまで行った活動を
全て選択し、登録

デフォルトで地区医師会が表示
されるので、そのままでOK⑤

※ここに表示されているのは項目の一部です
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⑨

※
座学研修＋実地研修の合計が10単位以上
であれば「単位充足」と表示

申請するをクリック

申請完了！

申請先医師会で「承認」さ
れるのを待ちます
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承認状況の確認

①

①画面左側より認定（修了）申請履歴をクリック

②生涯教育申告書・認定（修了）申請履歴を選択

③かかりつけ医機能報告制度にかかる研修を選択

④申請（申告）状況は全てにチェック

⑤検索をクリック

②

③

④

⑤

⑥
⑥申請（申告）状況を確認
【表示】
承認済：申請内容が承認され、修了証がダウンロードできる
承認待ち：承認作業中
差し戻し：差し戻しをクリックすると理由が閲覧できる
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①

②

③

④

⑤

①画面左側より認定証・修了証ダウンロードをクリック
②修了証等ダウンロードを選択
③かかりつけ医機能報告制度にかかる研修を選択
④検索をクリック
⑤修了証をクリック

修了証のダウンロード
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かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 日医かかりつけ医機能研修制度

目的
医療機関が持つかかりつけ医機能を都道府
県に報告し、地域で必要な機能の把握・強化
を図る。

地域住民から信頼されるかかりつけ医としての能力を、
研修を通じて維持・向上させる。

制度形態
医療法（改正）に基づく報告制度。
令和7年4月から施行。

日医が創設した認定・研修制度。実施主体は各都道府
県医師会。 平成28年４月1日より実施。

対象
ほぼ全ての医療機関の臨床医。
（特定機能病院・歯科医療機関は除く）

地域で中心的にかかりつけ医の役割を担えるよう、さら
なる研鑽に励む医師

研修内容
①座学研修（知識）
②実地研修（経験）

①基本研修：日医生涯教育認定証の取得
②応用研修：規定の座学研修を10単位以上取得
③実地研修：社会的な保健・医療・介護・福祉活 動、在
宅医療、地域連携活動等の実践

報告/申請期間 毎年1月から3月に報告。
毎年12月～１月に修了申請を受付。
ただし、修了証の有効期間は3年間のため、申請者は３
年毎に申請。

申請方法 MAMISを利用
紙媒体（次年度以降はMAMISに移行の可能性）
京都医報12月1日号付録、ホームページに掲載

「日医かかりつけ医機能研修制度」との違い

申請時期が重なりますのでご注意ください！どちらも地区医師会で実地研修の承認が必要。 14



よくあるご質問

A1.修了していない（＝修了者なし）とG-MISに報告することも可能です。

Q1.かかりつけ医機能報告制度にかかる研修を修了していないと、かかりつけ医機能報告をす
ることが出来ないですか？

Q２.かかりつけ医機能に関する研修を受けていないのですが、どうすれば良いですか？

A２.新たにかかりつけ医をテーマにした研修を受けていただく必要はありません。
日医は、先生方の日頃の研鑽がそのまま研修につながるように、日医生涯教育の単位を

利用できるようにしています。

Q３.実地研修実績入力画面で、添付資料は必要ですか？

A３.会員の先生は、該当する項目にチェックを入れていただくことで大丈夫です。

添付資料は必須ではありません。
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よくあるご質問

A４.日医生涯教育講座の単位であれば、現時点では内容は問わず、また過去に取得した単位
を活用することができます。

まずはMAMISで座学研修の取得単位を検索してみてください

（※検索期間は2016年～2025年で設定されており、ここを変える必要はありません。）

Q４.座学研修は日医生涯教育講座の単位となっていますが、どのような内容のものが必要で
すか？

Q５.座学研修（日医生涯教育）の取得単位がゼロだった場合、どうすればよいですか？

A５.日医e-ラーニングをご覧いただくことでも単位の取得が可能です。
その他、日本医学会総会や日本医学会分科会が主催する学会等への参加等でも単位を

取得することが可能です。
詳細は「日本医師会生涯教育on-line」をご確認ください。
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よくあるご質問

A６.現時点でMAMISに削除機能がありません。

複数申請があっても問題ありませんので、そのままにしておいてください。

要件を満たしていれば、出力される修了証に変わりはありません。

Q６.MAMISに複数回、修了申請をしてしまいました。削除はどのようにすればよいですか？
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申請・承認の流れ（MAMISでの申請が難しい場合）

◆MAMISでの申請が難しい場合は、紙媒体での申請も可能

医 師 ①日本医師会ホームページより、下記の書類をダウンロード・印刷の上、
必要事項を記入して所属医師会へ提出

https://www.med.or.jp/doctor/cme/cmekakari/012210.html
・（必須）かかりつけ医機能報告制度にかかる研修修了申請書
・（必須）実施研修（経験）報告書
・（任意）座学研修（日医生涯教育制度）単位追加申告書

医師会 ②提出書類を確認の上、MAMISへの代理申請（入力）

医師会 ③修了証の送付
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必須 任意（座学研修 単位追加申告書）

（参考）修了申請書（紙媒体）の様式イメージ
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